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平
成
31
年
度

こ
ど
も
園
・
幼
稚
園
・

保
育
所入園

・
入
所
者
募
集

（
私
立
幼
稚
園
を
除
く
）

▽
申
込
書
類
の
配
布
開
始
日

　
10
月
1
日
㈪

※
書
類
の
配
布・提
出
場
所
は
、下
の
各
施
設

の
表
を
見
て
く
だ
さ
い
。

▽
受
付
期
間　
10
月
15
日
㈪
～
19
日
㈮

※
期
間
内
の
申
し
込
み
を
優
先
し
て
、選
考・

調
整
し
ま
す
。

▽
入
園（
所
）対
象
児
の
生
年
月
日

・
こ
ど
も
園（
教
育
認
定
）・
幼
稚
園（
3
年

保
育
あ
り
）

平
成
25
年
4
月
2
日
～
平
成
28
年
4
月
1
日

※「
こ
ど
も
園（
教
育
認
定
）」と
は
、こ
ど
も
園

の
幼
稚
園
相
当
の
ク
ラ
ス
の
こ
と
で
す
。

・
幼
稚
園（
3
年
保
育
な
し
）

平
成
25
年
4
月
2
日
～
平
成
27
年
4
月
1
日

・
こ
ど
も
園（
保
育
認
定
）・保
育
所

平
成
25
年
4
月
2
日
以
降

※
平
成
30
年
10
月
1
日
以
降
に
子
ど
も
が
生

ま
れ
た
、ま
た
は
生
ま
れ
る
予
定
の
人
は
、

保
育
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い（
入

所・入
園
は
、満
6
か
月
を
迎
え
た
月
の
翌

月
か
ら
と
な
り
ま
す
）。

※
育
児
休
業
や
妊
娠
中
で
、平
成
31
年
度
途

中
に
職
場
復
帰
す
る
人
も
、期
間
内
に
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
保
育
所（
園
）・
こ
ど
も
園

▽
申
込
書
類
の
配
布
場
所

市
保
育
課
、各
保
育
所（
園
）・こ
ど
も
園

▽
申
込
書
類
の
提
出
先
・
受
付
時
間

第
1
希
望
の
施
設
へ
提
出

▽
保
育
所
・
こ
ど
も
園（
保
育
認
定
）の
利
用

要
件

父
母
い
ず
れ
も（
父
母
と
別
居
し
て
い
る

場
合
は
、児
童
の
面
倒
を
み
て
い
る
人
）

が
、仕
事
や
病
気
な
ど
で
児
童
を
保
育
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

▽
選
考
・
調
整
方
法

・
保
育
所・こ
ど
も
園（
保
育
認
定
）

「
保
育
利
用
調
整
基
準
」に
よ
り
、優
先
度

の
高
い
児
童
か
ら
入
所（
園
）を
決
定
し
ま

す
。

・
こ
ど
も
園（
教
育
認
定
）

幼
稚
園
の
入
園
優
先
順
位
に
準
じ
て
、入

園
児
童
を
決
定
し
ま
す
。

※
定
員
に
余
裕
が
な
い
場
合
は
、第
2
希
望

以
下
の
施
設
の
利
用
相
談
と
な
り
ま
す
。

▽
保
育
時
間

私
立
施
設
は
、各
施
設
に
直
接
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

・
公
立
保
育
所・こ
ど
も
園（
保
育
認
定
）

原
則
と
し
て
、午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後

4
時
30
分（
土
曜
日
は
正
午
ま
で
、日
曜・

祝
日
は
休
み
）

※
施
設
に
よ
り
、基
本
時
間
外
保
育
を
お
こ

な
っ
て
い
ま
す
。

・
公
立
こ
ど
も
園（
教
育
認
定
）

午
前
8
時
30
分
～
午
後
2
時（
土・
日・
祝

日
は
休
み
）

※
預
か
り
保
育
…
教
育
時
間
終
了
後
～
午
後

4
時（
月
5
回
ま
で
）

▽
必
要
書
類

①
申
請
書（
本
人
確
認
書
類
と
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
）

②
父
母
な
ど
の
保
育
理
由
証
明
書（
保
育
認

定
の
み
）

③
保
育
利
用
調
整
基
準（
保
育
認
定
の
み
）

④
基
本
時
間
外
保
育
利
用
申
請
書（
保
育
認

定
の
該
当
者
の
み
）

⑤
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
指
示
書（
該
当
者
の

み
）

⑥
障
害
者
手
帳
の
コ
ピ
ー
（
該
当
者
の
み
）

⑦
診
断
書
ま
た
は
意
見
書（
子
ど
も
が
、子
ど

も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー
、リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
へ
通
っ
て
い
る
人
な
ど
）

⑧（
特
別
）児
童
扶
養
手
当
証
書
の
コ
ピ
ー

（
該
当
者
の
み
）

⑨
保
育
料
算
定
に
係
る
事
項
の
申
出
書（
該

当
者
の
み
）

⑩
健
康
調
査
票（
公
立
施
設
の
み
）

⑪
平
成
30
年
度
市
町
村
民
税（
非
）課
税
証
明

書（
平
成
30
年
1
月
1
日
に
大
和
高
田
市

に
住
民
票
が
な
か
っ
た
人
）

▽
こ
ど
も
園
の
募
集
予
定
人
数

【
保
育
認
定
】

・
高
田
こ
ど
も
園：
0
歳（
5
名
）1
歳（
5

名
）2
歳（
3
名
）3
歳（
3
名
）4
歳（
5

名
）5
歳（
6
名
）

・
土
庫
こ
ど
も
園：
0
歳（
6
名
）1
歳（
6

名
）2
歳（
4
名
）3
歳（
11
名
）4
歳（
9

名
）5
歳（
5
名
）

【
教
育
認
定
】

・
高
田
こ
ど
も
園：
3
歳（
35
名
）4
歳（
7

名
）5
歳（
7
名
）

・
土
庫
こ
ど
も
園：
3
歳（
25
名
）4
歳（
24

名
）5
歳（
20
名
）

※
同
じ
施
設
で
、保
育
認
定・教
育
認
定
の
一

施設名 受付時間

高田こども園・土庫こども園・片塩保育所・
浮孔保育所 午前7時30分～午後7時

天満保育所・みどり保育所・磐園保育所・
高田西保育所 午前7時30分～午後6時

つぼみ認定こども園 午前8時30分～午後5時30分

よのもと保育園 午前9時30分～午後5時

三倉堂保育園 午前8時30分～午後6時

かなえ保育園 午前9時～午後4時

1広報誌　　　　　　　2018年10月号



方
の
申
し
込
み
が
募
集
人
数
を
超
え
、一

方
が
募
集
人
数
に
満
た
な
い
場
合
、募
集

人
数
に
満
た
な
い
人
数
分
、募
集
人
数
を

超
え
た
区
分
の
児
童
に
入
園
し
て
も
ら
い

ま
す
。受
付
期
間
外
の
2
次
募
集
は
行
い

ま
せ
ん
が
、調
整
後
も
空
き
が
あ
る
場
合

は
、随
時
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
園
児
の
退
園
な
ど
に
よ
り
、入
園
者
数
が

変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
入
所（
園
）の
内
定

平
成
31
年
2
月
に
通
知
予
定

※
提
出
書
類
や
記
載
内
容
に
虚
偽
が
あ
っ
た

場
合
は
、内
定
を
取
り
消
し
ま
す
。

▽
保
育
料
の
決
定

・
4
月
～
8
月
分
…
平
成
31
年
3
月
に
通
知

予
定

・
9
月
～
3
月
分
…
平
成
31
年
8
月
に
通
知

予
定

※
保
育
料
を
滞
納
す
る
と
、督
促
手
数
料・延

滞
金
の
徴
収
、財
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え

を
行
い
ま
す
。〔

保
育
課　

内
線
５
６
６
〕

■
幼
稚
園

▽
保
育
時
間　
月
～
金
曜
日　
　
午
前
8
時

30
分
～
午
後
2
時

※
預
か
り
保
育：
教
育
時
間
終
了
後
～
午
後

4
時（
月
5
回
ま
で
）

▽
費
用

●
保
育
料：
月
額
６
、３
０
０
円
を
上
限
と

し
、市
町
村
民
税
課
税
額
を
算
定
基
準
と

し
て
決
定

・
4
月
～
8
月
分
…
平
成
31
年
3
月
下
旬
ご

ろ
に
通
知
予
定

・
9
月
～
3
月
分
…
平
成
31
年
8
月
下
旬
ご

ろ
に
通
知
予
定

●
給
食
費：月
額
４
、１
０
０
円

●
預
か
り
保
育：１
回
２
０
０
円

●
そ
の
他
に
保
育
材
料
等
の
諸
費
が
必
要
。

▽
受
付
時
間
、募
集
年
齢
・
定
員

※
本
募
集
で
3
歳・
4
歳
児
ク
ラ
ス
が
定
員

に
達
し
た
場
合
、次
年
度
の
4
歳・5
歳
児

ク
ラ
ス
の
募
集
を
行
わ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
3
歳
児
ク
ラ
ス
は
、園
児
数
が
20
人
を
超

え
た
場
合
、2
ク
ラ
ス
に
分
け
て
保
育
を

行
い
ま
す
。た
だ
し
、募
集
期
間
内
に
申
込

者
数
が
20
人
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
、1

ク
ラ
ス
運
営
と
す
る
た
め
、20
人
を
超
え

て
の
追
加
の
募
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
園
児
の
入
園・退
園
な
ど
に
よ
り
、募
集
園

児
数
が
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
必
要
書
類（
入
園
を
希
望
す
る
幼
稚
園
に

提
出
）

【
必
ず
必
要
な
も
の
】

①
入
園
願
書

②
施
設
型
給
付
費
支
給
認
定
申
請
書

※
書
類
の
作
成
に
は
印
鑑
、入
園
す
る
子
ど

も・
保
護
者
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
で
す
。ま
た
、提

出
の
際
に
、提
出
者
の
本
人
確
認
書
類
、保

護
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類
の
提
示

が
必
要
で
す
。

【
該
当
者
の
み
必
要
な
も
の（
保
育
料
の
算
定

に
必
要
な
書
類
で
す
）】

③
平
成
30
年
度
市
町
村
民
税（
非
）課
税
証
明

書（
平
成
30
年
1
月
1
日
に
大
和
高
田
市

に
住
民
票
が
な
か
っ
た
人
）

④
障
害
者
手
帳・
療
育
手
帳
の
コ
ピ
ー
（
子

ど
も
ま
た
は
同
居
の
親
族
が
該
当
す
る
場

合
）

⑤（
特
別
）児
童
扶
養
手
当
証
書
の
コ
ピ
ー

※
④
ま
た
は
⑤
を
提
出
し
た
人
は
、収
入
状

況
に
応
じ
て
保
育
料
が
減
額
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▽
幼
稚
園
の
入
園
優
先
順
位（
基
準
日
：
10
月

1
日
）

申
込
者
数
が
募
集
人
員
を
超
え
た
場
合

は
、募
集
期
間
内
の
申
込
者
の
中
か
ら
、次
の

優
先
順
位
で
入
園
を
決
定
し
ま
す
。こ
の
方

法
に
よ
っ
て
も
募
集
人
員
を
超
え
て
い
る
場

合
、抽
選
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

・
第
1
優
先
順
位　

入
園
を
希
望
す
る
園

に
、す
で
に
兄
弟・
姉
妹
が
在
園（
現
5
歳

児
は
除
く
）し
て
い
る
人

・
第
2
優
先
順
位　
入
園
を
希
望
す
る
園
の

小
学
校
区
に
在
住
す
る
人
、ま
た
は
通
園

距
離
が
0.5
㎞
未
満
の
人

・
第
3
優
先
順
位　
通
園
距
離
が
1.0
㎞
未
満

の
人

・
第
4
優
先
順
位　
通
園
距
離
が
1.5
㎞
未
満

の
人

・
第
5
優
先
順
位　
通
園
距
離
が
2.0
㎞
未
満

の
人

※
応
募
し
た
幼
稚
園
で
、申
込
者
多
数
に
よ

り
入
園
で
き
な
か
っ
た
人
は
、他
の
幼
稚

園
の
入
園
定
員
に
空
き
が
あ
れ
ば
、希
望

に
よ
り
入
園
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〔
学
校
教
育
課　

内
線
１
５
１
〕

施設名 受付時間
募集予定園児数

３歳児 ４歳児 ５歳児

片 塩 幼 稚 園

午前9時～午後5時

30名 21名

浮 孔 幼 稚 園 30名 17名

磐 園 幼 稚 園 30名 17名

陵 西 幼 稚 園 30名 15名 17名

菅 原 幼 稚 園 30名 18名 18名

浮孔西幼稚園 30名 7名 13名
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大
和
高
田
市
新
庁
舎
建
設
事
業

設
計
・
施
工
業
務
事
業
者
の
決
定

本
市
で
は
、新
庁
舎
建
設
事
業
を
進
め
る
に
あ
た

り
、設
計・
施
工
一
括
発
注
方
式
を
採
用
し
、そ
の
設

計・
施
工
を
行
う
事
業
者
選
定
を
8
月
11
日
（土・祝）
に
、

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
り
実
施
し
、次
の
業
者

を
選
定
し
ま
し
た
。

今
後
は
、新
庁
舎
建
設
の
基
本
理
念
で
あ
る

「
夢
」・「
笑
顔
」咲
き
、「
未
来
」へ
と
時
を
紡
ぐ

人
と
地
域
の「
輪
」を
育
む
よ
り
ど
こ
ろ

の
実
現
に
向
け
、設
計・施
工
へ
と
進
め
て
い
き
ま
す
。

▽
事
業
者
名
　
戸
田
建
設・
安
井
建
築
設
計
事
務
所

共
同
企
業
体

▽
設
計
・
施
工
業
務
事
業
者
決
定
ま
で
の
流
れ

平
成
29
年
8
月
　「
新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
」の
策
定

平
成
29
年
9
月
　
新
庁
舎
の
位
置
を「
旧
奈
良
県
高

田
総
合
庁
舎
跡
地
」と
す
る
条
例
案
、可
決

平
成
30
年
3
月
　「
新
庁
舎
建
設
基
本
計
画
」の
策
定

平
成
30
年
5
月
　
設
計・
施
工
業
務
　
事
業
者
選
定

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
実
施
公
告

平
成
30
年
9
月
　
市
議
会
に
お
い
て
、契
約
の
締
結
に
つ
い
て
可
決

※「
基
本
構
想
」・「
基
本
計
画
」の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、市
民
ア
ン
ケ
ー
ト・パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
、基
本
構
想
等
策
定
委
員
会
、庁
舎
整
備
庁
内
検

討
委
員
会
な
ど
で
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、事
業
者
選
定
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
あ
た
っ
て
は
、施
設
計
画・施
工
計
画・

地
域
貢
献
な
ど
提
案
の
企
画
力
お
よ
び
実
現
性
な
ど
に
つ
い
て
学
識
経
験
者

で
構
成
さ
れ
る
審
査
委
員
会
で
総
合
的
な
評
価
を
行
い
ま
し
た（
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
新
庁
舎
建
設
事
業
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
）。

※
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
と
は
、発
注
す
る
業
務
内
容
や
目
的
物
に
対
す
る
企
画

を
提
案
し
て
も
ら
い
、そ
の
中
か
ら
優
れ
た
提
案
を
行
っ
た「
事
業
者（
人
）」

を
選
ぶ
方
式
で
す
。

※
提
案
さ
れ
た
内
容
が
そ
の
ま
ま
実
際
の
新
庁
舎
の
設
計
内
容
と
な
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。具
体
的
な
設
計
は
、今
回
選
定
さ
れ
た
設
計・
施
工
者
と
協

議
し
て
決
定
し
て
い
き
ま
す
。

〔
庁
舎
建
設
室　

内
線
２
９
６
〕

ご
み
分
別
ア
プ
リ

「
さ
ん
あ
～
る
」無
料
配
信
開
始

10
月
1
日
か
ら
、ゴ
ミ
の
出
し
方
や
収
集
日
、分
別
方
法
な
ど
、ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
か
ら
簡
単
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
、ゴ
ミ

分
別
ア
プ
リ「
さ
ん
あ
～
る
」の
無
料
配
信
を
開
始
し
ま
す
。こ
の
ア
プ
リ
の

便
利
な
機
能
を
使
っ
て
ゴ
ミ
の
分
別
方
法
や
処
分
方
法
を
確
認
し
、ご
み
の

減
量
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

※
通
信
料
は
利
用
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

●
主
な
機
能

◦
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー

◦
収
集
日
通
知（
今
日
、明
日
の
収
集
日
）

◦
便
利
帳（
ゴ
ミ
分
別
の
手
引
き
）

◦
分
別
帳（
ゴ
ミ
分
別
辞
典
）

◦
問
い
合
わ
せ
先（
地
図
表
示
機
能
あ
り
）

◦
指
定
ご
み
袋
販
売
店
一
覧（
地
図
表
示

機
能
あ
り
）

●
初
期
設
定
方
法

新
規
登
録 

⇨ 

奈
良
県 

⇨ 

大
和
高
田

市 

⇨ 

お
住
ま
い
の「
燃
え
る
ゴ
ミ
月・

木
収
集
地
区
」ま
た
は「
燃
え
る
ゴ
ミ 

火・金
収
集
地
区
」を
選
択 

⇨ 

カ
ン
ビ

ン
収
集
地
区
番
号
①
～
⑧
を
選
択
し

て
地
域
設
定
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他
設
定

右
上
の
メ
ニ
ュ
ー
よ
り
、設
定
で
通
知
設
定
や
地
域
設
定
が
で
き
ま
す
。

〔
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー　
☎
52・
１
６
０
０
〕

浄
化
槽
の
維
持
管
理
は

で
き
て
い
ま
す
か

〜
10
月
1
日
は
浄
化
槽
の
日
〜

大
和
川
の
水
質
は
、改
善
し
て
き
て
い

ま
す
が
、汚
れ
て
い
る
支
川
も
ま
だ
残
っ

て
い
ま
す
。

○
浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
適
正
に
実
施
し

ま
し
ょ
う

浄
化
槽
は
微
生
物
の
働
き
で
生
活
排
水

を
処
理
す
る
た
め
、微
生
物
が
活
動
し
や

す
い
環
境
を
保
つ
よ
う
に
維
持
管
理
が
必

要
で
す
。

維
持
管
理
に
は
保
守
点
検
、清
掃
、法
定

検
査
が
あ
り
、法
律
で
定
期
的
に
実
施
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
保
守
点
検

◦
装
置
の
調
整・修
理
な
ど
を
行
い
ま
す
。

◦
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
先

保
守
点
検
業
者（「
エ

コ
な
ら
」ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内
に
業
者
名
簿
を
掲

載
し
て
い
ま
す
）

○
法
定
検
査

◦
浄
化
槽
が
適
正
に
管
理（
清
掃
と
保
守

点
検
）さ
れ
て
い
る
か
、正
常
に
働
い
て

い
る
か
を
検
査
し
ま
す
。

◦
毎
年
1
回
の
受
検
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

▽
問
合
せ
先　
（
一
社
）奈
良
県
環
境
保
全

協
会　
☎
22・５
１
６
１

○
清
掃

◦
浄
化
槽
の
清
掃（
く
み
取
り
）を
行
い
ま

す
。

◦
年
1
回
以
上
の
清
掃
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

メニュー

ごみ分別アプリを使うには、使用するスマートフォンやタブ
レット端末のアプリ専用ストアより「さんあーる」で検索し
てダウンロードしてください。

 （下記のＱＲコードからもダウンロードできます。）

iOS 端末（iPhone 等）
（対応バージョン：iOS は 8 以上）

アンドロイド端末
（対応バージョン：OSは4.2以上）
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◦
浄
化
槽
清
掃
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。（
地
域
に
よ
り
許
可
業
者
が
異
な
り
ま

す
。）

◦
使
用
を
中
止
す
る
と
き
や
解
体
す
る
と
き

は
、必
ず
業
者
に
連
絡
し
て
最
終
く
み
取

り
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
お
お
や
ま
と
環
境
整
美
事
業
協
同
組
合

　
☎
52・
２
９
８
２

■
大
和
清
掃
企
業
組
合

　
☎
52・
３
３
７
２

▽
問
合
せ
先　
市
環
境
衛
生
課

〔
環
境
衛
生
課　
内
線
２
８
２
〕

ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を

使
用
し
た
後
の
お
願
い

農
作
業
後
に
ト
ラ
ク
タ
ー・
コ
ン
バ
イ
ン

な
ど
で
公
道
を
走
る
と
き
は
、機
械
に
つ
い

た
泥
を
必
ず
落
と
し
て
か
ら
走
行
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。大
き
な
泥
の
か
た
ま
り

が
道
路
に
落
ち
る
と
、自
動
車
だ
け
で
な
く
、

歩
行
者
や
自
転
車
な
ど
の
通
行
の
妨
げ
に
な

り
大
変
危
険
で
す
。

交
通
安
全
と
環
境
美
化
の
た
め
、道
路
に

泥
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

〔
産
業
振
興
課　
内
線
２
４
６
〕

空
き
地
の
雑
草
除
去

市
で
は
、快
適
で
住
み
よ
い
環
境
づ
く
り

の
た
め「
大
和
高
田
市
内
の
空
き
地
に
繁
茂

し
た
雑
草
の
除
去
に
関
す
る
条
例
」を
制
定

し
て
い
ま
す
。

住
宅
地
周
辺
の
空
き
地
に
雑
草
が
生
い

茂
る
と
、周
辺
の
人
た
ち
に
不
快
感
を
与
え

る
ば
か
り
で
な
く
、夏
季
は
害
虫
、冬
季
は
火

災
の
発
生
原
因
に
な
り
ま
す
、ま
た
、ご
み
の

不
法
投
棄
や
犯
罪
、交
通
事
故
な
ど
を
引
き

起
こ
す
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
防
ぐ
た
め
に
も
、空
き
地
の
所

有
者
ま
た
は
管
理
者
は
、責
任
を
持
っ
て
適

切
に
土
地
を
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

〔
環
境
衛
生
課　
内
線
２
８
１
〕

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
を

設
置
し
ま
し
ょ
う

東
日
本
大
震
災
や
阪
神
淡
路
大
震
災
な

ど
の
火
災
原
因
は
、電
気
に
起
因
す
る
も
の

が
過
半
数
を
超
え
て
い
ま
す
。地
震
の
揺
れ

に
よ
る
出
火
や
、停
電
が
復
旧
し
た
と
き
に

発
生
す
る
火
災
が
主
な
原
因
で
す
。

震
災
発
生
時
、設
定
値
以
上
の
揺
れ
を
感

知
す
る
と
、ブ
レ
ー
カ
ー
や
コ
ン
セ
ン
ト
な

ど
の
電
気
を
自
動
的
に
止
め
る
こ
と
が
で
き

る「
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
」を
設
置
し
ま
し
ょ

う
。不
在
時
や
ブ
レ
ー
カ
ー
を
切
っ
て
避
難

す
る
余
裕
が
な
い
場
合
、電
気
火
災
を
防
止

で
き
る
有
効
な
手
段
と
な
り
ま
す
。

「
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
」は
、「
分
電
盤
タ
イ

プ
」「
コ
ン
セ
ン
ト
タ
イ
プ
」「
簡
易
タ
イ
プ
」

の
3
種
類
が
あ
り
ま
す
。各
家
庭
に
あ
っ
た

タ
イ
プ
を
選
び
、南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
が

発
生
す
る
前
に
設
置
す
る
よ
う
、早
急
な
対

応
を
お
願
い
し
ま
す
。

〔
奈
良
県
広
域
消
防
組
合　
高
田
消
防
署

　
☎
25・
０
１
１
９
〕

蜂
の
駆
除

初
夏
か
ら
晩
秋
に
か
け
て
は
蜂
が
活
動

す
る
時
期
の
た
め
、家
の
軒
下
や
屋
根
裏
へ
、

夏
過
ぎ
か
ら
巣
を
作
り
始
め
ま
す
。蜂
の
駆

除
は
、巣
が
大
き
く
な
る
前
に
、害
虫
駆
除
業

者（
市
で
は
駆
除
で
き
ま
せ
ん
）に
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。家
庭
で
市
販
の
蜂
用
殺
虫
剤

を
使
用
す
る
場
合
は
、蜂
の
種
類
に
よ
っ
て

効
き
目
が
異
な
り
ま
す
の
で
、注
意
し
て
く

だ
さ
い
。特
に
、ス
ズ
メ
バ
チ
に
刺
さ
れ
る

と
死
亡
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。巣
に
は

近
寄
ら
ず
、す
ぐ
に
業
者
に
駆
除
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。害
虫
駆
除
業
者
が
分
か
ら
な

い
場
合
は
、県
の
許
可
団
体
で
あ
る
、ペ
ス

ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
会（
☎
０
７
４
２・
23・

７
３
１
２　

※
火
曜
日
休
業
）へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

〔
環
境
衛
生
課　
内
線
２
８
１
〕

ご
み
の
野
外
焼
却（
野
焼
き
）

は
止
め
ま
し
ょ
う

「
近
所
で
ご
み
を
燃
や
し
て
い
て
煙
や
悪

臭
で
困
っ
て
い
る
」と
い
っ
た
よ
う
な
苦
情

が
、多
く
届
い
て
い
ま
す
。

野
外
で
ゴ
ミ
を
燃
や
す
こ
と
は
一
部
の

例
外
を
除
い
て
、廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
第
16
条
の
2
の
規
定
に
よ
り

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

簡
易
焼
却
炉（
ド
ラ
ム
缶
、ブ
ロ
ッ
ク
製
の

炉
な
ど
）の
使
用
も
法
律
違
反
に
な
り
ま
す
。

近
隣
に
住
む
人
た
ち
へ
迷
惑
を
か
け
な
い

た
め
に
も
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
や
、家
庭
菜
園
や
樹

木
剪
定
で
出
た
ご
み
は
、少
量
で
あ
れ
ば
指

定
ご
み
袋
に
入
れ
て
燃
え
る
ゴ
ミ
の
日
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。多
量
に
な
れ
ば
直
接
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ

い
。※
有
料

〔
環
境
衛
生
課　
内
線
２
８
１
〕

街
路
樹
の
伐
採
抜
根
と

歩
道
の
補
修
作
業

総
合
体
育
館
周
辺
と
幸
町
周
辺
の
歩
道

で
、街
路
樹
の
樹
木
根
が
歩
道
の
表
面
を
盛

り
上
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
、歩
行
者
な
ど
の

通
行
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、街

路
樹
の
伐
採
抜
根
と
歩
道
の
補
修
作
業
を
行

い
ま
す
。

通
行
す
る
と
き
は
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
伐
採
抜
根
予
定
時
期

10
月
中
旬
～
11
月
中
旬
予
定

（
内
20
日
程
度
）

▽
歩
道
の
補
修
作
業
予
定
時
期（
植
栽
枡
を

残
し
整
備
）

伐
採
抜
根
完
了
後

※
伐
採
抜
根
し
た
場
所
は
、街
路
樹
に
ふ
さ

わ
し
い
樹
木
の
特
徴
や
性
質
を
ふ
ま
え
、

新
た
に
街
路
樹
の
植
栽
を
行
う
予
定
で
す
。

〔
都
市
計
画
課
公
園
係　
内
線
６
８
９
〕
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8
月
16
日
、葛
城
地
区
病
院
群
輪
番
制
運
営
協
議
会
設
立
総

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

3
市
1
町
の
行
政
や
各
病
院
長
等
に
よ
る
葛
城
地
区
病
院
群

輪
番
制
運
営
協
議
会
の
設

立
に
よ
っ
て
、救
急
で
病

院
に
搬
送
さ
れ
る
ま
で
の

時
間
が
短
く
な
り
ま
す
。

中
小
の
病
院
が
多
い
こ
と

か
ら
、救
急
の
空
白
地
帯

と
言
わ
れ
た
葛
城
地
区
の

今
後
の
救
急
医
療
の
充
実

が
期
待
で
き
ま
す
。

〔
健
康
増
進
課　

☎
23・６
６
６
１
〕

8
月
8
日
㈬
、大
和
高
田
き
ず
な
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
が
、「
Ｔ

Ｋ
Ｃ
西
日
本
豪
雨
災
害

チ
ャ
リ
テ
ィ
ボ
ー
リ
ン
グ

大
会
」で
集
ま
っ
た
7
月

豪
雨
災
害
義
援
金
を
松
田

副
市
長
に
届
け
ま
し
た
。

届
け
ら
れ
た
義
援
金
は
、

日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
、

被
災
地
に
届
け
ら
れ
ま
す
。

〔
社
会
福
祉
課　内

線
５
３
４
〕

７
月
豪
雨
災
害
義
援
金
を
お
届
け

二
次
救
急
体
制
の
充
実
へ

▲委員の皆さん

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
改
修
工
事

補
助
制
度

10
月
1
日
か
ら
開
始

災
害
時
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
倒
壊
に
よ
る
人
身
事
故
の

防
止
や
、避
難
路
の
確
保
を
図
る
た
め
、補
助
金
を
支
給
し
ま

す
。

▽
補
助
対
象
　
補
助
対
象
は
左
表
の
2
種
類

補
助
金
の
申
請
は
一
敷
地
に
つ
き
一
回
限
り
で
す
。要
件

を
満
た
し
て
い
れ
ば
、最
大
30
万
円
の
補
助
が
可
能
で
す
。

※
避
難
路
等
…
道
路（
建
築
基
準
法
第
42
条
に
規
定
す
る
道

路
、道
路
法
に
よ
る
道
路
お
よ
び
、市
が
管
理
す
る
道
路
に

限
る
）、公
園
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
公
共
施
設
の
こ
と
。

▽
補
助
対
象
者
　
本
市
の
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

次
の
い
ず
れ
か
の
人

⑴
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
所
有
者

⑵
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
所
有
者
の
同
意
を
得
た
者

⑶
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
の
管
理
者

※
所
有
者
が
複
数
の
場
合
、全
員
の
同
意
が
必
要

詳
し
く
は
、営
繕
住
宅
課
へ
。

〔
営
繕
住
宅
課　

内
線
６
７
８
〕

補 助
対 象 工 事

次のいずれにも該当するもの
①ブロック塀等が避難路等に面している。
②ブロック塀等のすべてを撤去する。
③ブロック塀等が倒壊した際に、避難路等が 80cm以上塞がれるおそれ
がある。

※上記の規定にかかわらず、上記の規定に該当するブロック塀等に一体
として設置されているものとして市長が認めるときは、補助の対象と
する（補助対象経費は該当するブロック塀等の撤去工事費の１／２を
上限とする）。

補 助 金 額
次のいずれかの少ない額
①見積工事費×１／２
②市の技術職員の積算に基づき、市長が別に定める設計金額×１／２

補助限度額 10 万円

対 象 経 費 撤去費、廃棄物積込費、廃棄物運搬費、廃棄物処分費、仮設費
および諸経費

補 助
対 象 工 事

次のいずれにも該当するもの
①ブロック塀等の撤去工事と一体となって行うもの。
②設置場所が建築基準法第42条第 2項の道路上でないこと。
※セットバック部分の設置不可
③軽量フェンス等のメーカー仕様に基づき、安全性を確保されたものであ
ること。

※塀の上部に軽量なフェンスを設置するときは、次のいずれにも該当す
ること。
⑴鉄筋コンクリート造または補強コンクリートブロック造の塀であること。
⑵補強コンクリートブロック造の塀に設置する場合は、当該塀の高さを
申請地の地盤面（基礎部分を含む）から60cm以下のものとすること。
⑶軽量なフェンスの高さが塀（補強コンクリートブロック造にあっては、
基礎部分の高さをを含む）の高さ以上であること。

⑷建築基準法施行令その他関係法令に基づき、安全に設置すること。

補 助 金 額
次のいずれかの少ない額
①見積工事費×１／２
②市の技術職員の積算に基づき、市長が別に定める設計金額×１／２

補助限度額 20 万円
対 象 経 費 設置費、仮設費及び諸経費（軽量フェンス等の設置に係る経費に限る）

▲松田副市長に義援金を渡す大和高田きずなクラブの皆さん

⑴ブロック塀等の撤去工事
・ブロック塀等…れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造ま
たは補強コンクリートブロック造の塀や門柱のこと

⑵軽量フェンス等の設置工事
・軽量フェンス…軽量なフェンス、アルミ製の門扉や門柱のこと
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優
し
く
覚
え
や
す
い
振
り
付
け
の
新
舞

踊
で
す
。
ぜ
ひ
、
一
度
見
学
に
来
て
く
だ

さ
い
。

▽
会
員
数　
5
人

▽
活
動
概
要　
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
（
コ

ス
モ
ス
プ
ラ
ザ
）
で
練
習
し
て
、
桜
ま

つ
り
や
名
人
会
な
ど
で
披
露
し
ま
す
。

▽
団
体
理
念　
老
人
ホ
ー
ム
や
お
祭
り
で

踊
っ
た
り
、
少
し
で
も
多
く
の
人
に
喜

ん
で
も
ら
っ
て
、
自
分
た
ち
も
元
気
で

い
ら
れ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

▽
連
絡
先　
片
岡
清
子

☎
52
・
０
０
５
４

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
（
コ
ス
モ
ス
プ
ラ

ザ
）
に
登
録
し
て
い
る
活
動
団
体
を
、
順

次
紹
介
し
ま
す
（
順
不
動
）。

一
緒
に
活
動
し
た
い
と
思
う
人
、
ま
た

は
興
味
の
あ
る
人
は
、
連
絡
先
ま
で
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

〔
市
民
協
働
推
進
課

☎
44
・
３
２
１
０
〕

片
岡
流
愛
清
の
会

市町村と県との「不動産合同公売」の実施
売却区分番号 地名 地番・家屋番号 地目・種類 地積 見積価格 公売保証金

大和高田市 -2-1 甘田町
662 番 17 宅地 46.82㎡

526,000 円 60,000 円
662 番 14 の 4 居宅 33.79㎡

大和高田市 -2-2 蔵之宮町
142 番 5 宅地 58.07㎡

1,400,000 円 140,000 円
142 番 5 居宅 1 階  34.76㎡

2 階  31.27㎡

合同公売の日程
▷とき　11月6日㈫
◦公売保証金の納付　午前10時～10時30分　◦入札期間　午前10時40分～11時
◦開札時間　午前11時
▷ところ　奈良県橿原総合庁舎内1階会議室（旧耳成高校跡）
変更となる場合があります。詳しくは、大和高田市または奈良県のホームページを見てください。

〔収納対策室　内線236〕

〔産業振興課  商工観光係　内線265〕

中小企業への融資・奨励金
市内中小企業の経営の安定をはかるために、保証料および利子の一部

を補給します。金利などに負担を感じられている人にとって、安心し利
用してもらえる制度です。
●特別融資

対象者 ・1年以上市内に住所を有している個人
・1年以上市内に住所を有し、市民税が課税されている法人

融資限度額
設備資金　　1,500 万円
運転資金　　1,000 万円

融資期間（据置期間）
設備資金　　7 年（6 か月以内の据置期間を含む）
運転資金　　5 年（6 か月以内の据置期間を含む）

保証料 不要　（市で全額負担）　
利子補給率 貸付利率の 2 分の 1 以内（年率 1％を限度とする）

●小口融資

対象者 ・1年以上市内に住所を有している個人
・1年以上市内に住所を有し、市民税が課税されている法人

融資限度額 500 万円

融資期間（据置期間）
設備資金　　7 年（6 か月の据置期間を含む）
運転資金　　5 年（6 か月の据置期間を含む）

保証料 不要　（市で全額負担）
利子補給率 貸付利率の 2 分の 1 以内（年率 1％を限度とする）

●創業支援

対象者 ・市内で創業する具体的な計画がある人
・市内で創業後、１年未満の個人または法人

融資限度額 1,000 万円

融資期間　
設備資金　　7 年（6 か月以内の据置期間を含む）
運転資金　　5 年（6 か月以内の据置期間を含む）

保証料 不要　（市で全額負担）
利子補給率 貸付利率の 2 分の 1 以内（年率 1％を限度とする）

●施設設置奨励金
対象事業 商業施設・工業等施設

要件
新設、増設、移転にともなう建物
および償却資産の取得に要した費
用が 3,000 万円以上。

奨励金
建物および償却資産の固定資産税
額の 5 割相当額を 5 年間交付す
る。

●雇用促進奨励金

対象事業者

上記の施設設置奨励金該当事業者
で、開業日の 90 日前後の間に、
市内在住者を正規従業員として雇
用し、1 年以上継続雇用している
事業者

奨励金
従業員 1 人につき 20 万円（限度
額 1,000 万円）を 1 回限り交付
する。

詳しくは下記へ問い合わせてください。

市内事業者への奨励金
市内に新たに商業施設、または工業などの

施設を設置する事業者に、奨励金を交付しま
す。開業前に申請してください。
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健
や
か
な
毎
日
を

　

  

お
く
る
た
め
に

天満診療所
医師  梅本典江

入
院
前
か
ら
は
じ
ま
る

退
院
支
援

～
暮
ら
し
を
意
識
し
た

ケ
ア
に
向
け
て
～

日
本
で
は
、高
齢
化
が
進
む
中
、

２

※

０
２
５
年
を
目
途
に
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
い
う
住
み
慣
れ

た
地
域
で
可
能
な
限
り
自
立
し
た

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
構
築
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
当
院
で
も
、
65
歳

以
上
の
入
院
患
者
さ
ん
が
半
数
以

上
で
、
チ
ー
ム
医
療
と
し
て
の
関

わ
り
を
最
大
限
発
揮
し
、
入
院
が

決
定
し
た
と
き
か
ら
退
院
後
の
生

活
を
見
据
え
た
支
援
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
療
養
生
活
へ
の
患
者

さ
ん
の
思
い
、
そ
し
て
、
家
族
が

そ
の
思
い
を
ど
の
よ
う
に
支
え
た

い
と
考
え
て
い
る
の
か
を
聞
い

て
、
自
宅
で
の
生
活
の
様
子
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
な
ど
を

確
認
し
て
い
ま
す
。

入
院
生
活
の
中
で
、
暮
ら
し
を

意
識
し
た
ケ
ア
に
つ
な
ぐ
こ
と
が

で
き
る
よ
う
医
療
ス
タ
ッ
フ
間
で

の
情
報
交
換
を
密
に
し
な
が
ら
、

患
者
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
支

援
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
転
倒
防
止
、
排
泄
行
為
、
食

事
行
動
、
お
薬
の
管
理
の
工
夫
、

そ
の
他
必
要
な
日
常
生
活
支
援
な

ど
、
認
知
症
が
あ
っ
て
も
住
み
慣

れ
た
環
境
の
中
で
退
院
後
も
安
全

に
生
活
が
で
き
る
よ
う
、
患
者
さ

ん
の
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ

て
、各
職
種
が
専
門
性
を
発
揮
し
、

チ
ー
ム
医
療
と
し
て
の
総
力
を
あ

げ
た
関
わ
り
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
退
院
が
決
ま
れ
ば
、
地

域
医
療
機
関
や
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
と
話
し
合
い
の
場
を
も

ち
、
切
れ
目
の
な
い
支
援
に
つ
な

が
る
よ
う
な
取
り
組
み
も
行
っ
て

い
ま
す
。「
病
気
を
治
す
医
療
」

か
ら
「
生
活
を
支
え
る
医
療
」
へ

の
変
遷
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る

中
、
今
後
も
よ
り
一
層
、
地
域
医

療
機
関
の
人
と
連
携
し
、
患
者
さ

ん
と
家
族
の
思
い
に
応
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
の

療
養
生
活
や
、
医
療
費
、
介
護
保

険
に
つ
い
て
な
ど
、
い
つ
で
も
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
２
０
２
５
年
は
団
塊
の
世
代
が

75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
に
な

る
年

大
和
高
田
市
立
病
院

地
域
医
療
連
携
セ
ン
タ
ー

巽　
美
澄
子

〔
市
立
病
院　
☎
53
・
２
９
０
１
〕

「
あ
な
た
の
肝
臓
は
だ
い
じ
ょ

う
ぶ
？
肝
臓
病
を
早
く
み
つ

け
る
た
め
に
」

肝
臓
は
体
の
中
で
一
番
大
き
く
、

と
て
も
重
要
な
臓
器
で
す
。体
に

必
要
な
た
ん
ぱ
く
質
を
作
っ
た
り
、

薬
や
ア
ル
コ
ー
ル
を
解
毒
し
た
り
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
貯
め
る
働
き
な
ど

を
し
て
い
ま
す
。ま
た
予
備
能
力

が
高
く
、少
々
ダ
メ
ー
ジ
を
う
け

て
も
症
状
が
あ
ら
わ
れ
に
く
く
、

そ
の
た
め「
沈
黙
の
臓
器
」と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

肝
臓
を
悪
く
す
る
病
気
に
は
、

お
酒
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
性
肝
障

害
、脂
肪
肝
、ウ
イ
ル
ス
性
の
肝

炎
、肝
硬
変
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

症
状
が
乏
し
い
た
め
早
期
に
発
見

す
る
た
め
に
は
血
液
検
査
な
ど
が

必
要
と
な
り
ま
す
。血
液
検
査
で

は
、ま
ず
肝
臓
の
働
き
を
し
め
す

Ａ
Ｓ
Ｔ（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
）、Ａ
Ｌ
Ｔ（
Ｇ
Ｐ

Ｔ
）、γ
Ｇ
Ｔ
Ｐ
の
数
値
を
み
ま

す
。肝
機
能
に
異
常
が
あ
る
場
合

は
、肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
有
無
を
検

査
し
た
り
、腹
部
超
音
波
検
査（
エ

コ
ー
検
査
）で
肝
臓
の
状
態
を
み

ま
す
。

Ｂ
型
や
Ｃ
型
の
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

が
原
因
の
慢
性
肝
炎
と
診
断
さ
れ

た
場
合
に
は
、肝
臓
専
門
医
の
も

と
で
治
療
を
お
こ
な
い
ま
す
。ウ

イ
ル
ス
性
肝
炎
の
治
療
は
近
年
非

常
に
進
み
、高
い
効
果
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

肥
満
や
飽
食
に
よ
る
脂
肪
肝
は

よ
く
み
ら
れ
る
肝
臓
病
で
、比
較

的
軽
い
病
気
と
さ
れ
て
き
ま
し

た
。し
か
し
、脂
肪
肝
の
う
ち
の
一

部
は
肝
硬
変
、肝
臓
が
ん
に
進
展

す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
近
年
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。検
査
の
異
常

が
軽
度
で
あ
っ
て
も
侮
る
こ
と
な

く
、生
活
習
慣
の
改
善
を
す
る
と

と
も
に
、適
切
な
検
査
、治
療
を
う

け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
の
機
会
に
市
の
特
定
健
診
、

後
期
高
齢
者
健
診
、肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診
な
ど
を
利
用
し
て
、肝
臓

の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

天
満
診
療
所
健
康
教
室

▽
と
き　
10
月
25
日
㈭

　
午
後
1
時
～
2
時

▽
と
こ
ろ　
天
満
診
療
所

▽
テ
ー
マ

　
「
咳・た
ん・呼
吸
器
の
病
気
」

▽
講
師　
　
梅
本 

典
江

　
　
　
　
　
（
天
満
診
療
所
医
師
）

〔
天
満
診
療
所　
☎
52・５
３
５
７
〕

※厚生労働省「平成 30年度診察報酬改定」1・3、入退院支援の推進③より一部抜粋

7広報誌　　　　　　　2018年10月号



毎
年
7
月
に
、市
内
の
各
戸
に

配
布
さ
れ
る
人
権
啓
発
冊
子『
扉
』。

そ
の
創
刊
号
は
今
か
ら
24
年
前
の

１
９
９
４
年（
平
成
6
年
）12
月
に
、

当
時
の
大
和
高
田
市
同
和
問
題
啓
発

推
進
本
部
に
よ
り
企
画・編
集
さ
れ
、

大
和
高
田
市・
大
和
高
田
市
教
育
委

員
会
の
連
名
で
発
行
さ
れ
て
い
ま
す

（
現
在
は
人
権
施
策
課
の
企
画・編
集

に
）。１９

９
４
年
12
月
に
は
、第
49
回

国
連
総
会
で「
人
権
教
育
の
た
め
の

国
連
10
年
」が
決
議
さ
れ
ま
し
た
。ま

た
、翌
年
１
９
９
５
年
は
、１
９
６
５

年
に
同
和
対
策
審
議
会
答
申
が
政
府

に
提
出
さ
れ
て
か
ら
30
周
年
と
な
る

節
目
の
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
１
９
９
４
年
は
国
連「
国

際
家
族
年
」で
も
あ
り
、創
刊
号
の
記

事
で
も「
家
族
か
ら
は
じ
ま
る
小
さ

な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
し
て「
家
族
の
中
に
基
本
的
人
権

と
自
由
を
確
立
し
、特
に
、女
性
と
子

供
に
対
す
る
差
別
と
偏
見
を
な
く
す

こ
と
に
よ
っ
て
、家
族
の
福
祉
の
増

進
を
支
援
し
よ
う
」と
し
た
一
年
で

あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、創
刊
号
は
、現
在
と
同
様

に
人
権
作
文
と
人
権
標
語
の
コ
ー

ナ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、16
ペ
ー
ジ
構

成
の
た
め
、記
事
を
多
く
載
せ
て
い

ま
す
。そ
の
記
事
の
中
の
言
葉
を
一

部
引
用
し
ま
す
。

「
日
々
の
生
活
の
中
で
、私
た
ち

は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、世
間
の
判

断
を
第
一
義
に
考
え
、自
分
の
判
断

を
そ
れ
に
重
ね
て
行
動
し
て
い
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。（
略
）し
か
し
、

世
間
体
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
活
を
し
に
く
く
し
た
り
、何
の
疑

問
も
持
つ
こ
と
な
く
生
活
し
て
し
ま

う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、何
が
真
実
な
の
か
を
み

え
に
く
く
し
て
き
た
の
も
事
実
で

す
。（
略
）日
常
的
に
差
別
は
潜
在
化

し
て
お
り
、何
か
事
が
あ
る
時
、自
分

や
家
族
の
利
害
が
か
か
わ
る
時
、人

間
の
本
性
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
す
。」

24
年
前
か
ら
す
れ
ば
現
在
改
善

し
た
人
権
課
題
も
あ
る
で
し
ょ
う

し
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
差
別
問

題
な
ど
、当
時
は
想
像
し
な
か
っ
た

だ
ろ
う
今
日
的
な
人
権
課
題
も
あ
り

ま
す
。し
か
し「
不
易
流
行
」と
い
う

言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、世
の
中
に
は

変
わ
る
も
の
、変
わ
ら
な
い
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、根
本
に
あ
る
大
事
な

も
の
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
、創
刊
号
を
読
み
な
が
ら
再
確
認

し
ま
し
た
。

〔
人
権
施
策
課　
内
線
２
８
８
〕

こ
こ
か
ら
始は
じ
ま
る
。
　

〔
く
ら
し・せ
い
か
つ
支し
え
ん
が
か
り

援
係　
☎
44
・
３
１
１
１（
直ち
ょ
く
つ
う通）〕

187

あ
な
た
の
意
識
を
開
く『
扉
』

今こ
ん

回か
い

は
、
20
年ね

ん

以い
じ
ょ
う上

引ひ

き
こ
も

り
、
大た

い

切せ
つ

な
母は

は

親お
や

を
亡な

く
し
、
ど

う
し
て
良よ

い
か
分わ

か
ら
ず
相そ

う

談だ
ん

と

な
っ
た
58
歳さ

い

男だ
ん

性せ
い

の
Ｈ
さ
ん
の
お

話は
な
し

で
す
。
Ｈ
さ
ん
は
小し

ょ
う
ち
ゅ
う
こ
う

中
高
と
比ひ

較か
く

的て
き

活か
っ

発ぱ
つ

な
性せ

い

格か
く

で
し
た
。
大だ

い

学が
く

に
入は

い

り
、
環か

ん
　
き
ょ
う境

が
変
わ
り
、
対た

い
　
じ
ん人

恐き
ょ
う
　
ふ
　
し
ょ
う

怖
症
な
ど
の
神し

ん

経け
い

症し
ょ
う

を
患わ

ず
ら

い
、

人ひ
と

付づ

き
合あ

い
が
極き

ょ
く
た
ん端
に
苦に

が

手て

に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言い

い
ま
す
。

家か

庭て
い

内な
い

で
も
物も

の

に
あ
た
っ
た
り
、

「
あ
い
つ
は
嫌い

や

だ
、
こ
い
つ
は
嫌い

や

だ
」
と
理り

由ゆ
う

を
つ
け
て
は
、
社し

ゃ

会か
い

と
距き

ょ

離り

を
置お

く
口こ

う

実じ
つ

に
し
て
い
ま

し
た
。
大だ

い

学が
く

時じ

代だ
い

が
、
58
歳さ

い

の
現げ

ん

在ざ
い

に
至い

た

る
ま
で
続つ

づ

く
心こ

こ
ろ

の
病や

ま
い

の
始は

じ

ま
り
だ
っ
た
と
話は

な

し
ま
し
た
。
今こ

年と
し

の
5
月が

つ

に
母は

は

親お
や

を
亡な

く
し
、
Ｈ

さ
ん
の
ひ
と
り
暮ぐ

ら
し
が
始は

じ

ま

り
ま
し
た
。「
何な

ん
じ
ゅ
う
ね
ん

十
年
も
無む

し
ょ
く職
で
、

亡な

き
母は

は

の
収し

ゅ
う

入に
ゅ
う

で
今き

ょ
う日

ま
で
生せ

い

活か
つ

し
て
き
た
恥は

ず
か
し
い
思お

も

い
」
と

「
な
ん
と
か
し
て
働は

た
ら

か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
思お

も

い
」、「
働は

た
ら

い
て
い
な

い
ブ
ラ
ン
ク
が
長な

が

す
ぎ
て
思お

も

う
よ

う
に
働は

た
ら

け
な
い
思お

も

い
」、
さ
ま
ざ

ま
な
思お

も

い
が
Ｈ
さ
ん
を
突つ

き
動う

ご

か

し
ま
し
た
。
「
い
つ
か
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
の
入い

り
口ぐ

ち

に
自じ

分ぶ
ん

自じ

身し
ん

で

立た

て
る
よ
う
に
な
る
」、「
人ひ

と

と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円え

ん

滑か
つ

に

と
り
た
い
」、
そ
ん
な
思お

も

い
を
相そ

う

談だ
ん

支し

援え
ん

員い
ん

と
話は

な

し
、
分わ

か
ち
合あ

い
、

ま
た
Ｈ
さ
ん
自じ

身し
ん

も
今い

ま

の
自じ

分ぶ
ん

の

環か
ん
き
ょ
う境

を
少す

こ

し
で
も
変か

え
た
い
と
い

う
思お

も

い
か
ら
、
4
月が

つ

か
ら
始は

じ

ま
っ

た
就し

ゅ
う

労ろ
う

準じ
ゅ
ん

備び

支し

援え
ん

事じ

業ぎ
ょ
う

に
参さ

ん

加か

す
る
こ
と
を
決き

め
ま
し
た
。
Ｈ
さ

ん
自じ

身し
ん

、
社し

ゃ

会か
い

と
の
関か

か

わ
り
の
入い

り
口ぐ

ち

と
し
て
、
年ね

ん

齢れ
い

的て
き

に
も
こ
れ

が
最さ

い

後ご

の
機き

会か
い

に
な
る
と
考か

ん
が

え
て

い
ま
す
。

Ｈ
さ
ん
の
新あ

た
ら

し
い
扉と

び
ら

は
開ひ

ら

か

れ
ま
し
た
。
そ
の
先さ

き

に
あ
る
道み

ち

が

ど
の
よ
う
な
道み

ち

に
な
る
か
は
分わ

か

り
ま
せ
ん
が
、
Ｈ
さ
ん
が
選え

ら

ん
だ

方ほ
う

向こ
う

が
「
前ま

え

」
で
す
。
ど
の
道み

ち

を

選え
ら

ぶ
も
、
自じ

分ぶ
ん

の
進す

す

む
「
前ま

え

」
に

向む

か
っ
て
、
私わ

た
し

た
ち
も
し
っ
か
り

と
伴ば

ん

走そ
う

支し

援え
ん

を
し
て
い
き
た
い
と

思お
も

っ
て
い
ま
す
。

自じ

分ぶ
ん

自じ

身し
ん

、
家か

族ぞ
く

の
こ
と
、
地ち

域い
き

で
気き

に
な
る
人ひ

と

や
子こ

ど
も
の
こ

と
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
先ま

ず
は
一い

ち

度ど

お
話は

な
し

を
聴き

か
せ
て
く
だ
さ
い
ね
。
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● 市消費生活センター　 ▽相談日時　月～金曜日 午前 10 時～午後 4 時　 ▽ところ　市役所 3 階
　　　　　　　　　　　 ▽予約先　内線 314　 0745-44-3117 ※祝日、昼休みを除く。要予約。
● 県消費生活センター中南和相談所　 ▽相談受付日時　月～金曜日 午前9時～午後4時 30 分 

　 ▽ところ　市民交流センター「コスモスプラザ」3 階　 ▽問合せ　☎ 22-0931　 ※祝日、年末年始を除く。

ダ
イ
エ
ッ
ト
食
品
で

ダ
イ
エ
ッ
ト
で
き
な
か
っ
た

テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
見
て
い
た
ら
、
お
笑
い
タ
レ
ン

ト
の
女
性
が
、
商
品
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
を
飲
ん
だ
だ
け
で
1

か
月
に
4
キ
ロ
の
減
量
に
成
功
し
た
と
、
商
品
使
用
の
前
後

を
比
較
し
た
写
真
を
見
せ
て
い
た
。
他
に
特
に
厳
し
い
食
事

制
限
や
、
運
動
を
し
な
く
て
も
楽
に
痩
せ
ら
れ
た
、
と
言
っ

て
い
た
。
自
分
は
医
師
か
ら
減
量
を
勧
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
運
動
が
苦
手
な
の
で
早
速
購
入
を
決
め
た
。
電
話

で
申
し
込
む
と
4
か
月
は
続
け
る
よ
う
に
、
と
勧
め
ら
れ
、

4
回
定
期
コ
ー
ス
を
申
し
込
ん
だ
。
定
期
コ
ー
ス
に
す
れ
ば

通
常
価
格
よ
り
20
％
安
く
な
る
の
で
お
得
だ
と
思
っ
た
。
1

か
月
後
に
医
師
の
診
断
を
受
け
た
際
、
逆
に
2
キ
ロ
体
重
が

増
え
て
い
た
。
宣
伝
の
よ
う
な
効
果
が
な
か
っ
た
の
で
、
返

品
し
て
代
金
を
返
し
て
ほ
し
い
。

（
40
代
女
性
）

シ
ニ
ア
世
代
の
増
加
に
伴
い
、
健
康
食
品
市
場
は
7
、

0
0
0
億
円
を
超
え
る
と
も
言
わ
れ
、
各
社
さ
ま
ざ
ま
に

C
M
で
購
入
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。
相
談
の
商
品
は
食

事
制
限
な
し
、
と
は
言
い
な
が
ら
、
1
食
分
を
サ
プ
リ
メ
ン

ト
に
置
き
換
え
る
だ
け
、と
宣
伝
し
て
い
ま
し
た
。カ
ロ
リ
ー

の
低
い
商
品
と
普
段
の
食
事
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
、
そ
の

カ
ロ
リ
ー
の
差
の
分
は
ダ
イ
エ
ッ
ト
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
他
の
食
品
で
そ
れ
を
超
え
る
カ
ロ
リ
ー
を
摂
取
す
れ

ば
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
の
効
果
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
健
康
食
品

の
中
に
は
錠
剤
や
カ
プ
セ
ル
状
の
も
の
も
あ
り
、
薬
と
勘
違

い
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
、
医
薬
品
で
は
な
い
の
で
効
果

を
謳
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
気
を
付
け

て
よ
く
見
る
と
、必
ず
小
さ
い
文
字
で
「
個
人
の
感
想
で
す
。

効
果
に
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
表
示
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
に
惑
わ
さ
れ
て
安
易
に
サ
プ

リ
メ
ン
ト
に
頼
ら
ず
、
ま
ず
は
日
常
の
食
事
、
運
動
、
休
息

の
バ
ラ
ン
ス
で
健
康
的
な
生
活
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

１
．通
信
販
売
で
は
訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
販
売
と
異
な
り
、

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
適
用
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代

わ
り
事
業
者
は
「
返
品
・
返
金
に
つ
い
て
」
の
取
り
決

め
を
分
か
り
や
す
く
表
示
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

「
返
品
不
可
」
と
書
い
て
あ
れ
ば
従
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

２
．健
康
食
品
は
食
品
で
す
。医
薬
品
で
は
な
い
の
で
効
果
や

効
能
を
謳
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。「
個
人
の
感

想
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、効
果
を
保
証
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。病
気
治
療
中
の
人
は
必
ず
か
か
り
つ
け

の
医
師
に
相
談
し
て
か
ら
購
入
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。

３
．天
然・自
然
が
安
全
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
Ｃ
Ｍ
の
イ
メ
ー

ジ
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

４
．健
康
食
品
に
多
い
「
効
果
が
な
け
れ
ば
全
額
返
金
」
と

い
う
表
示
が
あ
っ
て
も
、
返
金
を
申
し
出
る
と
き
に
な

る
と
、
電
話
が
極
端
に
つ
な
が
り
に
く
く
な
る
こ
と
も

あ
り
、
注
意
が
必
要
で
す
。

わ
か
ら
な
い
こ
と
、
不
安
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
ま
で
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販

の
決
済

クレジットカードを使うのが怖くて、いつ
も銀行振込や代金引換でしています。

なるほど！
あ、そういえばクレジットカードをもって
いませんでした…

え！そうなんですか。

みくちゃんは通販を利用するとき、
いつもどうやって決済してるかな。

銀行振込や代金引換は何も問題が
なければいいけど、もしトラブルが
あった場合は、相手方から返金して
もらうのが難しいよ。 

対して、大手通販サイトのように、
ネット上のショッピングモールのよ
うな形をとっているところは、状況
にもよるけど決済方法は関係なく
返金してもらえることが多いよ。

まあ、クレジットカード決済もフィッ
シングサイト等のリスクもあるから
安全ではないけど、もし大手通販サ
イト等以外から何か買うときはクレ
ジットカードの方がトラブルがあっ
たときに返金されやすいから銀行
振込よりは安全だね。

相手方が、あやしい海外業者で振
込先等が個人だったら、まず返って
こないことが多いね。
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一般書

児 童

電子図書館 ランキング

新着図書のご案内

10 月のおはなし会 催しのご案内

お 知 ら せ

◎絵本のよみきかせ
▷とき　10月6日㈯
　　　　ごぜん10じ30ぷんから
▷ところ　としょかん　えほんコーナー
▷たいしょう　どなたでも

◎おはなし会
（担当：たかだおはなしろうそくの会）
▷とき　10月13日㈯
　　　　ごぜん10じ30ぷんから
▷ところ　としょかん2かい　プレイルーム
▷たいしょう　4さいいじょう
●えほん　　「おれたちはパンダじゃない」
●おはなし　「文福茶釜」

◎えほんとわらべうたの時間≪きらら≫
（担当：たかだおはなしろうそくの会）
▷とき　10月20日㈯
　　　　ごぜん10じ30ぷんから
▷ところ　としょかん2かい　プレイルーム
▷たいしょう　3さいいか
●えほん　　「わたしはだあれ」
●おはなし　「ふくろうのそめものや」

※10月27日㈯のおはなし会は、特別整理期間に
よる休館のためお休みです。

〔市立図書館　☎52-3424　 52-9415〕

■第2回　図書館寄席
▷と　き　10月21日㈰　午後2時～ 3時ごろ
▷ところ　市立図書館　2階プレイルーム
▷講　師　河乃　帆鳥さん（竹内　秀憲さん）
▷内　容　落語「いくじい」（笑福亭仁智 作）
▷対　象　一般
▷定　員　40人
▷申込方法　10月2日㈫から定員に達するまでの期間、図書館カウン

ターまたは電話で受付します。

逆転の世界史 玉木 俊明／著 日本経済新聞出版社

世界の美しい色の祭り 渡部 隆宏／著 エクスナレッジ

カットクロスでつくる布こもの  文化出版局／編 文化学園文化出版局

農家が教える軽トラ & バックホー  農文協／編 農山漁村文化協会

最後まで、あるがまま行く 日野原 重明／著 朝日新聞出版　

よくわかる人工知能 松尾 豊／監修 PHP 研究所

しょうぼうしゃ  たかの てつさぶろう／絵 スタジオタッククリエイティブ

大根はエライ  久住 昌之／文 福音館書店

こうえんのおばけずかん 斉藤 洋／文 講談社

コウテイペンギン レナード・ワイスガード／絵 好学社

第 1 位 人生の重荷をプラスにする人、マイナスにする人 加藤 諦三／著 PHP 研究所

第 2 位 Amazon マーケットプレイス IT 研究会／著 ゴマブックス

第 2 位 かちかちやま　- 日本の昔話 英語版 - まるやま／絵 アイフリークモバイル

第 4 位 47 都道府県・地名由来百科 谷川 彰英／著 丸善出版

第 4 位 人生に役立つ ! 偉人・名将の言葉 童門 冬二／著 PHP 研究所

■休館のお知らせ
特別整理期間のため、10月22日㈪～ 31日㈬まで休館します。この期

間の返却は、図書館入口左側、または葛城コミュニティセンター内、およ
び市民交流センター内の返却ポストを利用してください。なお、10月7
日㈰～ 21日㈰は、貸出期間が4週間となります。

■延長等についてのお知らせ （10月2日㈫より）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　  　
　　 　 　 
　　　　　 　　　　　　　　  

多くの人が利用できるように、一定期間を置いてから再度貸出手続き
をしてください。皆さんのご理解とご協力を、よろしくお願いします。

旧方式 新方式

①返却日の 2 日前から延長可能 
⇒

①貸出翌日から延長可能

②返却日から 2 週間延長　 ②延長日から 2 週間の延長

③ 2 回延長可能 ③ 1 回延長可能
※延滞資料の延長はできません。また返却後すぐに同じ資料の貸出もできません。
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一
、お
た
が
い
に
、人
権
を
尊
重
し
、

　  

働
く
よ
ろ
こ
び
を
も
ち
ま
し
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う
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然
を
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も
り
、
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し
を
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ず
き
ま
し
ょ
う
。

大和高田市 市民憲章

　　　　　大和高田市役所
TEL.22-1101　FAX.52-2801

困っていることや心配事など、ご相談ください。相談は無料で、秘密は守られます。
※市外局番は、「0745」です。

中央公民館 TEL.22-1315 FAX22-1316

市立土庫公民館 TEL.23-3560

市立菅原公民館 TEL.23-3561

市立陵西公民館 TEL.23-3562

さざんかホール TEL.53-8200 FAX53-8201

図　書　館 TEL.52-3424 FAX52-9415

水道部門 TEL.52-1365 FAX23-3850

総合福祉会館 TEL.23-0789 FAX24-2730

社会福祉協議会 TEL.23-5426 FAX23-2298

保健センター TEL.23-6661 FAX23-6660

市立病院 TEL.53-2901 FAX53-2908

天満診療所 TEL.52-5357  FAX52-5100

青少年課 TEL.23-1322 FAX23-2344

生涯学習課 TEL.53-6264 FAX53-6364

葛城コミュニティセンター TEL.23-8001 FAX23-8001

クリーンセンター
企画整備課 TEL.52-1600 FAX52-1685
美化推進課 TEL.53-5383

総合体育館 TEL.22-8862 FAX22-8863

総合公園 TEL.52-4700 FAX52-4701

さくら荘 TEL.23-4126 FAX23-8535

下水道課 TEL.52-1258 FAX52-1295

高田消防署 TEL.25-0119 FAX22-4565

高田警察署 TEL.22-0110 FAX22-2292

JR 西日本 TEL.0570-00-2486

近鉄大和高田駅 TEL.52-2414

近鉄高田市駅 TEL.53-2531

市民交流センター TEL.44-3210 FAX44-3212

親と子のすこやか広場 TEL.44-3213 FAX44-3214

高齢者いきいき相談室 TEL.44-3215

相談名 曜日 時間 場所 問合せ

消費生活相談（予約優先） 月～金曜日 午前１０時～正午
午後１時～ ４時

大和高田市
消費生活センター 消費生活センター☎２２－１１０１

人権相談 第４火曜日（６、１２月のみ第１火曜日）午後１時～ ４時 総合福祉会館 人権施策課☎２２－１１０１
行政相談 第４火曜日（６、１２月のみ第１火曜日）午後１時～ ４時 総合福祉会館 企画広報課☎２２－１１０１
中小企業金融相談
中小企業経営相談 随時（内容に応じて、産業振興課で相談窓口をご案内します） 産業振興課☎２２－１１０１

母子父子相談 月～金曜日 午前８時３０分～
午後５時１５分 児童福祉課☎２２－１１０１

心配ごと相談 第２･４金曜日 午後１時～ ４時 社会福祉協議会☎２３－５４２６

法律相談（要予約）
第２･３火曜日 午後１時～ ４時 総合福祉会館 社会福祉協議会☎２３－５４２６
第１･３･４･５木曜日
相談日の２週間前から前日までに予約 午後１時～ ４時 総合福祉会館 奈良弁護士会☎０７４２－２２－２０３５

司法書士の法律相談（要予約） 月曜日 午後１時～ ４時 総合福祉会館 社会福祉協議会☎２３－５４２６

生活相談 第２･３･４･５水曜日
事前に問い合わせてください。午後１時～ ４時 社会福祉協議会☎２３－５４２６

健康相談 ･ 栄養相談（要予約） 毎月１回、所定の日 午前９時～ １０時 保健センター☎２３－６６６１
子育てホットライン
健康ホットライン 月～金曜日 午前９時～正午

午後１時～ ４時３０分 保健センター☎２３－６６６１

教育ガイダンス 月～金曜日 午前１０時～午後５時 青少年センター☎２３－１３２２

家庭児童相談室 月～金曜日 午前８時３０分～
午後５時１５分 家庭児童相談室☎２３－１１９５

女性相談（要予約）
○第１火曜日･
　第３金曜日
○第２土曜日
※祝日等により変更の場合あり

○午前９時１５分～
　午後０時５分
○午後１時～ ３時５０分 人権施策課☎２２－１１０１

住まいづくり相談
第３水曜日 午後１時～ ４時１０分

営繕住宅課☎２２－１１０１
第１水曜～第２水曜の間に予約　定員４名

税理士による税務相談 ２月･３月を除く、第３金曜日 午後１時～ ４時 総合福祉会館 近畿税理士会葛城支部☎２２－５２８８
就業相談 月～土曜日 午前９時～午後５時 県産業会館３Ｆ 高田しごとｉセンター☎２４－２０１０
借金おなやみダイヤル 火･金曜日 午後１時～ ４時 奈良弁護士会☎０７４２－２０－７８３０
相続 ･ 遺言お悩みダイヤル 月～金曜日 午前９時３０分～午後５時 奈良弁護士会☎０７４２－２２－４６１１
ひまわりあんしん
（高齢者 ･障がいのある人のための法律相談）

火･木曜日 午後１時３０分～ ４時
奈良弁護士会☎０１２０－８７４－７３７

電話相談は無料。来所･出張相談は有料
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